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令和３年度後期監査の結果について 

 地方自治法第１９９条第１項、第４項及び第７項の規定に基づき監査を実施したので、

同条第９項の規定によりその結果を提出します。 
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本報告書の監査の結果における【指摘】及び【意見】の内容は、次のとおりである。 

【指摘】 法令等に違反し、又は不当と認められるため是正を要する事項 

【意見】 法令等に違反するものではないが、経済性、効率性、有効性等の観点から 
改善を求める事項



第１ 部局監査 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、財務に関する事務（以下「財

務事務」という。）の執行について、次のとおり監査を実施した。 

１ 監査の対象 

部     局 監査対象期間 

企画政策部 
企画課 財政課 土地利用調整課 

都市計画課 未来都市推進課 

令和３年４月１日 

     ～ 

    ９月３０日 

市民部 
市民相談課 市民課 国保年金課 

市民税課 資産税課 債権管理課 

生涯活躍部 

市民活躍支援課 文化振興課 

生涯スポーツ推進課 スポーツ戦略課 

文化財課 美術館 

子ども部 次世代育成課 子ども家庭課 保育課  

環境部 
環境政策課 環境保全課 廃棄物対策課 

ごみ減量推進課 清掃業務課 清掃施設課 

都市整備部 

都市整備課 交通政策課 市街地整備課 

区画整理支援課 公園緑地つくる課 

公園緑地つかう課 開発調整課 建築相談課 

建築予防保全課 建築計画調整課  

建築整備課 定住促進課 

２ 監査の実施期間 

令和３年１０月４日から令和４年３月８日まで 

３ 監査の方法 

監査は、豊田市監査基準に準拠し、財務事務の執行に係る関係書類（別記１）の提出を

求め、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点で確認した。あわせて、現場の状況確認

及び関係職員からの聴き取りを行った。 

なお、財務事務における重要性を考慮するとともに、監査の継続性を確保するため、以

下の監査項目を設定し、最近の監査において是正を要すると認められた事項などから、

特にリスクが高い事項として「補助金等交付事務」を重点監査項目に定め、重点的に確認

した。 

（１）財務に関する事務の監査項目 

  ① 収入事務 

  ② 補助金等交付事務 
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  ③ 委託業務 

  ④ 公有財産の管理 

  ⑤ 物品の管理 

  ⑥ 公金外現金の取扱い 

（２）経営に係る事業の監査項目 

  ① 事業管理 

  ② 経営管理 

また、監査に当たっては、監査等実施計画の主な着眼点に基づき実施した。 

さらに、各部局における主要な事業の進捗についても、重点目標も含め、聴き取りを行

った。 

４ 監査の結果

監査の方法に基づき監査を実施した限りにおいて、適正に処理されているものと認め

られた。 

ただし、以下のとおり、是正を要する事項【指摘】及び改善を求める事項【意見】が見

受けられたので、速やかに所要の措置を検討し、実施するなど、再発防止又は改善に向け

た取組を求める。あわせて、監査の過程における助言についても、参考とされたい。 

№ 監査項目 監 査 結 果  所管課 事業名等 

1 収入事務 【指摘】 

 豊田市予算決算会計規則第３５条及び第

３６条において、収入の調定及びその時期

について定められているが、現金が納入さ

れているにもかかわらず、調定手続が行わ

れていなかった。 

生涯スポ

ーツ推進

課 

スポーツ刊行

物売払収入 

2  【意見】 

 豊田市行政財産目的外使用料条例第３条

において、使用料の徴収は前納が原則であ

るが、年度当初から使用しているにもかか

わらず納入義務者に対する通知が令和３年

１０月に行われていた。 

 年度当初の早い時期に徴収を行われた

い。 

定住促進

課 

行政財産目的

外使用料（市

営住宅目的外

使用料） 
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№ 監査項目 監 査 結 果  所管課 事業名等 

3 収入事務 【指摘】 

 豊田市市税条例第８０条第２項並びに第

８１条第２項及び第３項に軽自動車税等の

減免申請書に記載すべき事項が列挙されて

いるが、豊田市市税の賦課徴収手続等に必

要な様式を定める規則に定められた当該申

請書の様式において、その一部が記載事項

となっていなかった。 

市民税課 軽自動車税の

減免 

4  【指摘】 

 申請書に必要な申請理由、車種、定置

場、税額等の記載事項が未記入のまま受理

されているものがあった。 

 軽自動車税減

免申請書（公

益等） 

5 補助金等

交付事務 

【指摘】 

 豊田市職務権限規程別表第２において、

５００万円超１，０００万円以下の補助金

に係る予算執行伺の決定者は課長と定めら

れているが、当該補助金額は９００万円余

であるにもかかわらず、副課長が決定して

いた。 

 また、５００万円超３，０００万円以下

の場合に必要となる財政課長の合議が行わ

れていなかった。 

次世代育

成課 

地域子ども会

活動費補助金

（市子連加入

子ども会） 

6 委託業務 【指摘】 

 仕様書に規定されている通信設備保守点

検、消防用設備点検及び自家用電気工作物

保安管理の対象設備に、指定管理業務対象

外である動物園内の設備が含まれていた。

当該設備については指定管理業務とは別に

委託契約が締結されており、契約が重複し

ていた。 

公園緑地

つかう課 

豊田市鞍ケ池

緑地の管理運

営等に関する

指定管理業務
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№ 監査項目 監 査 結 果  所管課 事業名等 

7 委託業務 【指摘】 

 令和２年度包括外部監査の結果報告書に

おいて、企画課の業務委託について案件発

注決定書の執行の理由欄には専門性、経済

性、効率性、有効性の観点から、委託発注

する必要性を記載すべきと意見が付されて

いるが、当該委託の案件発注決定書の執行

の理由欄には適切な執行の理由が記載され

ていなかった。 

企画課 小学校区にお

ける地域ぐる

みの定住対策

計画策定支援

業務委託 

8  【指摘】 

 委託事務の手引において、予定価格は積

算した金額を超えてはならないとされてい

るが、主管課発注事務である本件では超え

た予定価格で決定されていた。 

文化財課 豊田市史資料

調査委託 

9  【指摘】 

 令和３年４月１日契約にもかかわらず、

検査員及び監督員の任命がされていなかっ

た。 

保育課 豊田市立こど

も園樹木管理

業務委託 

10  【指摘】 

 契約書において、委託期間の開始日以前

に準備業務を行わせる仕様となっていた。 

文化財課 民芸館特別展

展示作品カバ

ー他２品目設

営委託 

11  【指摘】 

 豊田市業務委託事務要綱第１２条におい

て、契約の相手方を決定したときは遅滞な

く支出負担行為の手続をしなければならな

いとされているが、遅滞していた。 

公園緑地

つかう課 

西山公園清掃

業務委託 

12  【指摘】 

 豊田市業務委託事務要綱第１２条におい

て、契約の相手方を決定したときは遅滞な

く支出負担行為の手続をしなければならな

いとされているが、令和３年４月１日契約

にもかかわらず、行われていなかった。 

保育課 豊田市立こど

も園樹木管理

業務委託 
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№ 監査項目 監 査 結 果  所管課 事業名等 

13 委託業務 【指摘】 

 委託業務届出書において、業務の進捗管

理に必要な工程表が添付されていなかっ

た。 

清掃業務

課 

ごみステーシ

ョン管理シス

テム運用保守

点検業務委託

14  【指摘】 

 豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等

に関する条例第１１条第１項において、排

出事業者に義務付けられている契約前の処

理に係る廃棄物処理委託先の能力確認が行

われていなかった。 

公園緑地

つかう課 

高橋東公園始

め２４公園都

市公園維持管

理委託（東部

その１）ほか

15  保育課 豊田市立こど

も園給食施設

汚泥・廃油混

合物処理業務

委託 

16  【指摘】 

 豊田市個人情報の取扱い及び情報セキュ

リティに関する特記第４条第１項におい

て、作業場所を定めて作業責任者等報告書

にて報告しなければならないとされている

が、空欄のままで受理されていた。 

次世代育

成課 

豊田市放課後

児童健全育成

事業 南東部

ブロック運営

業務委託 

ほか３件 

17  【指摘】 

 豊田市個人情報の取扱いに関する特記に

おいて、第２条及び第３条が印字されてい

なかった。 

 放課後児童ク

ラブ障がい児

巡回支援業務

委託 

18  【指摘】 

 個人情報を取り扱う事務の委託基準にお

いて、当該基準の対象となる業務の委託に

は契約書に個人情報の取扱いに関する特記

を添付することとされているが、添付され

ていなかった。 

 京町自治区地

域子どもの居

場所づくり事

業業務委託 

ほか１０件 

19  市民相談

課 

法律相談業務
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№ 監査項目 監 査 結 果  所管課 事業名等 

20 委託業務 【指摘】 

 委託契約書の個人情報の取扱いに関する

特記において、案件発注決定（市長決定）

時とは委託名の異なる改正前の特記が添付

されていた。 

清掃業務

課 

し尿収集運搬

業務委託（豊

田地区ほか５

地区）（複数単

価契約） 

21  【指摘】 

 個人情報・重要情報預かり証において、

情報の名称（内容）欄に預けた情報の範囲

や数量などの詳細な記入がなかった。 

 また、予定返却方法欄が未記入であっ

た。 

清掃施設

課 

緑のリサイク

ルセンター運

転維持管理業

務委託 

22  公園緑地

つかう課 

古瀬間墓地公

園維持管理委

託 

23  【指摘】 

 令和３年４月１日に受託者から提出され

た委託業務下請負承認願について、承認の

決定は行われていたが、承認する旨の通知

が受託者に送付されていなかった。 

 西山公園浄化

槽維持管理委

託 

24  【指摘】 

 豊田市渡刈クリーンセンター一般廃棄物

処理手数料の収納事務委託において、委託

先は当該収納事務を再委託してはいけない

ところ、市は収納事務の一部について第三

者への再委託を承認していた。 

清掃施設

課 

渡刈クリーン

センター包括

的運転維持管

理業務委託 

25 公有財産

の管理 

【指摘】 

 行政財産目的外使用許可書の使用期間が

終了しているにもかかわらず、引き続き使

用させ、使用料の徴収をしていた。 

清掃業務

課 

行政財産目的

外使用許可

（美里４丁目

ごみステーシ

ョン  電話

柱） 

26  【指摘】 

 財産の借入れを決定するときは、豊田市

職務権限規程別表第１により決定権者の決

定を受けなければならいとされているが、

決裁文書の起案及び決定行為が行われてい

なかった。 

文化財課 県有財産無償

貸付契約（猿

投棒の手ふれ

あい広場） 
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№ 監査項目 監 査 結 果  所管課 事業名等 

27 公有財産

の管理 

【指摘】 

 豊田市公有財産管理規則第２８条及び第

２９条において、普通財産の貸付けを行う

場合は、相手方からの公有財産借受申請書

の提出を受けて貸付けの手続を行うことと

されているが、当該貸付けに係る公有財産

借受申請書がなかった。 

 また、豊田市職務権限規程別表第１にお

いて、普通財産の貸付けを決定する場合

は、財産管理課長の合議が必要であるが、

合議がされていなかった。 

次世代育

成課 

土地使用貸借

契約（逢妻ふ

れあい子ども

館駐車場用

地） 

28  【指摘】 

 当該土地は用途廃止により行政財産から

普通財産に変更されており、電話柱１本及

び電柱１本の使用については、土地賃貸借

契約を締結すべきであったところ、行政財

産目的外使用許可のままとなっていた。 

 行政財産目的

外使用許可

（逢妻ふれあ

い子ども館）

29 物品の管

理 

【指摘】 

 豊田市物品管理規則第１０条において、

物品取扱員は、備品に標識（備品ラベル）

を付さなければならないとされているが、

付されていなかった。 

未来都市

推進課 

ノートパソコ

ンの管理 

30  【指摘】 

切手の管理において、使用者と確認者が

同一になっている箇所があった。 

企画課 切手等受払い

管理簿 

31  次世代育

成課 

32  ごみ減量

推進課 

33  【指摘】 

 切手の管理において、前月からの繰越枚

数や受入枚数を確認した際は、切手等受払

い管理簿の確認者欄に押印すべきところ、

押印されていないものがあった。 

公園緑地

つくる課 
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№ 監査項目 監 査 結 果  所管課 事業名等 

34 物品の管

理 

【指摘】 

 切手の管理において、１４０円切手が１

２枚保管されていたが、切手等受払い管理

簿には、１１枚と記載されていた。（鞍ケ

池公園分） 

公園緑地

つかう課 

切手等受払い

管理簿 

35 その他 【指摘】 

 豊田市公印規則第４条において、公印使

用者は決定書等を管理者へ提示し、管理者

から公印の使用承認を受けてから使用する

こととされているが、決定を受ける前に公

印が使用されていた。 

清掃業務

課 

公印の管理 
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第２ 工事監査 

 地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、財務事務の執行のうち、工事

請負契約及び工事関係委託契約の執行について、次のとおり監査を実施した。 

１ 監査の対象 

（１）対象となる契約 

全部局に係る工事請負契約及び工事関係委託契約のうち、令和３年４月１日から８ 

月３１日までに締結されたもの及び令和２年度以前に締結し、引き続き令和３年度に 

契約期間があるもの 

（２）実施対象 

対象となる契約のうち、工事種別、担当部課、事業内容、その他要因を考慮して抽 

出し、以下の契約について実施した。 

  ア 工事請負契約

№ 工 事 名 契約金額(円) 所管部局 

1 豊田スタジアム長寿命化改修工事その１ 2,512,400,000
都市整

備部 

建築計画調

整課 

2 日影歩道橋ほか 歩道橋補修工事 43,780,000

建設部 

道路予防保

全課 

3
都市計画道路豊栄河合線関連 河川整備

工事 
115,833,300 街路課 

4 王滝渓谷散策道落石防止工事 63,360,000 土木課 

5 市道稲武九沢線 道路防災対策工事 17,952,000 地域建設課 

6 準用河川大見川 河川改良工事 99,000,000 河川課 

注１ 契約金額は、書類確認時のものであり、最終のものと異なる場合がある。 

注２ №１及び６については、監査委員による書類確認及び現場確認を実施した。 

  イ 工事関係委託契約 

№ 委 託 名 契約金額(円) 所管部局 

1 交通事故多発地点対策計画策定委託 12,288,100

建設部 

建設企画課

2
市道上郷スマートインター1号線 事業損

失防止事後調査委託（その 1） 
1,771,000

幹線道路推

進課 

3
名鉄三河線若林駅付近連続立体交差事業

広報資料等作成委託 
5,258,000 街路課 

注 契約金額は、書類確認時のものであり、最終のものと異なる場合がある。 
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２ 監査の実施期間 

  令和３年１０月１８日から令和４年３月８日まで 

３ 監査の方法 

監査は、豊田市監査基準に準拠し、財務事務の執行に係る関係書類（別記２）の提出

を求め、以下の①から④までの監査項目に基づき確認した。あわせて、現場の状況確認

及び関係職員からの聴き取りを行った。 

① 契約・検査 

② 計画・設計 

③ 積算 

④ 施工（施工管理・安全管理・品質管理・工程管理の状況等）

また、監査に当たっては、監査等実施計画の主な着眼点に基づき実施し、本監査のう

ち、「王滝渓谷散策道落石防止工事」に対する監査は、専門性を高めるため、外部の専

門家（技術士）の協力を得て実施した。 

４ 監査の結果 

監査の方法に基づき監査を実施した限りにおいて、適正に処理されているものと認め

られた。 

なお、監査の過程における助言について、参考とされたい。 
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第３ 学校・こども園監査 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、財務事務の執行のうち、学校

及びこども園の事務の執行について、次のとおり監査を実施した。 

１ 監査の対象 

部     局 監査対象期間 

教 育 部 

学校づくり推進課

挙母小学校 四郷小学校 中金小学校 

本城小学校 御蔵小学校 

保見中学校 美里中学校 
令和３年４月１日 

～ 

７月３１日 
子  ど  も  部 

保 育 課 

高美こども園 道慈こども園 

透成こども園 野見こども園 

注 小学校７５校、中学校２８校、特別支援学校１校及びこども園６２園の中から過去 

  の実施状況、地域等を考慮して選定 

２ 監査の実施期間 

令和３年８月１７日から令和４年３月８日まで 

３ 監査の方法 

  監査は、豊田市監査基準に準拠し、財務事務の執行に係る関係書類（別記３）の提出

を求め、以下の①から⑤までの監査項目に基づき確認した。あわせて、現場の状況確認

及び関係職員からの聴き取りを行った。 

  ① 各学校・園配分予算の執行事務 

  ② 徴収金の管理（給食費、保育料、学年費、教材費、修学旅行費等） 

  ③ 切手等の管理 

  ④ 備品の管理 

  ⑤ 理科薬品の管理（学校）又は薬品の管理（こども園） 

また、監査に当たっては、監査等実施計画の主な着眼点に基づき実施した。 

４ 監査の結果

監査の方法に基づき監査を実施した限りにおいて、適正に処理されているものと認め

られた。 

ただし、以下のとおり、是正を要する事項【指摘】及び改善を求める事項【意見】が見

受けられたので、速やかに所要の措置を検討し、実施するなど、再発防止又は改善に向け

た取組を求める。あわせて、監査の過程における助言についても、参考とされたい。 
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№ 監査項目 監 査 結 果  対    象 

1 徴収金の管

理

【指摘】 

 こども園事務手引きにおいて、現金受領

後は速やかに銀行等に納付することとされ

ているが、現金で徴収した給食費を約１か

月間、園内で保管していた。 

野見こども園 

2 切手等の管

理 

【意見】 

 切手等受払い管理簿において、学校長に

よる月末の確認はされていたが、使用の都

度の確認した証跡が残されていなかった。 

 令和２年３月１９日付け（総）庶務課長通

知では、使用の都度庶務担当長が確認し押

印することとされており、これに準じて管

理を徹底されたい。 

全小・中・特別支援学校

3 備品の管理 【意見】 

 園備品手引書において、備品購入をした

際は備品台帳に備品の情報を登録し管理す

ることとされているが、一部において購入

単価等の情報が未記載であった。 

 管理上必要な情報は、漏れなく記載され

たい。 

野見こども園 
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第４ 財政援助団体監査 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、市が補助金、交付金、負担金等の財政的

援助を行っている団体の出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものについて、

次のとおり監査を実施した。 

 なお、本監査は、当該財政的援助を行っている部局の部局監査に併せて行った。 

１ 監査の対象 

財政援助団体 財政的援助 所管部局 監査対象期間 

豊田市ＰＴＡ連絡

協議会 

豊田市ＰＴＡ連絡協議会

事業補助金 

子 ど も 部 

次世代育成課 

令和２年４月１日 

～ 

令和３年３月３１日 

２ 監査の実施期間 

  令和３年１１月１日から令和４年３月８日まで 

３ 監査の方法 

監査は、豊田市監査基準に準拠し、対象団体の出納その他の事務の執行で当該財政的

援助に係るものについて、関係書類（別記４）の提出を求め、以下の①から⑤までの監査

項目に基づき確認した。あわせて、現場の状況確認及び関係職員からの聴き取りを行っ

た。 

①  財政的援助の内容 

②  補助金等手続 

③  経理処理 

④  内部統制 

⑤  現金等の管理 

また、監査に当たっては、監査等実施計画の主な着眼点に基づき実施した。 

４ 監査の結果

監査の方法に基づき監査を実施した限りにおいて、適正に処理されているものと認め

られた。 

ただし、以下のとおり、是正を要する事項【指摘】及び改善を求める事項【意見】が見

受けられたので、速やかに所要の措置を検討し、実施するなど、再発防止又は改善に向け

た取組を求める。あわせて、監査の過程における助言についても、参考とされたい。 
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№ 対 象 監査項目 監  査  結  果 

1 豊田市Ｐ

ＴＡ連絡

協議会 

経理処理 【指摘】 

 豊田市補助金等交付規則第１２条において、補助事業

等に関する帳簿を備え、その収入額及び支出額を記載し

ておかなければならないとされているが、帳簿が作成さ

れておらず、入出金の動き及び資金残高の確認が困難な

状態となっていた。 

2 【意見】 

 物品の購入等に際し、事前に購入の決定を受けておら

ず組織的な確認・合意がなされていないなど、不適切な

支出につながるおそれがある会計処理が見受けられた。

 歳入・歳出が、組織として適正に執行されるよう、必

要な会計規則等の作成を検討されたい。 

3 【指摘】 

 安全互助会費は、団体が市内の各ＰＴＡから集金し、

愛知県小中学校ＰＴＡ連絡協議会へ払い込んでいたが、

団体の予算書及び決算書において歳入・歳出の記載がな

かった。 

 また、愛知県小中学校ＰＴＡ連絡協議会への支出に当

たって、決裁等での確認も行われていなかった。 

4 現金等の管

理 

【指摘】 

 令和３年度の全ての切手等受払い管理簿において、使

用者の記載並びに使用の都度、繰越時及び月末の確認が

行われていなかった。 

5 【意見】 

 通常事務用の預金口座が、別々の２つの金融機関にあ

り、一方の金融機関に入金のあった会費を現金で引き出

し、移動して他方の金融機関に入金していた。 

 大金を移す際における盗難等のリスクを考慮し、現金

での移動がないよう振込等の方法を検討されたい。 
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第５ 出資団体監査 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、市が資本金等の４分の１以上を出資して

いる団体の、全ての事業に係る出納その他の事務の執行について、次のとおり監査を実施

した。 

１ 監査の対象 

出資団体 所管部局 
資本金等総額 

市の出資比率 
監査対象期間 

公益財団法人豊田

市文化振興財団 

生涯活躍部

文化振興課
382,435 千円 
86.3％ 

令和２年４月１日 
～ 

令和３年３月３１日 

公益財団法人豊田

市スポーツ協会 

生涯スポー
ツ推進課 

589,900 千円 
84.8％ 

株式会社豊田スタ

ジアム 

スポーツ戦
略課 

100,000 千円 
34.0％ 

公益財団法人高橋

記念美術文化振興

財団 

美術館 
1,040,030 千円

96.1％ 

公益財団法人豊田

加茂環境整備公社 

産業部 

産業労働課
100,000 千円 
51.5％ 

豊田市駅東開発株

式会社 

商業観光課

56,200 千円 
45.0％ 

豊田市駅前開発株

式会社 

52,200 千円 
67.0％ 

豊田市駅前通り南

開発株式会社 

300,000 千円 
50.0％ 

豊田まちづくり株

式会社 

490,900 千円 
63.93％ 

公益財団法人豊田

市学校給食協会 
教育部 保健給食課

10,000 千円 
100.0％ 

２ 監査の実施期間 

令和３年９月１６日から令和４年３月８日まで

- 15 -



３ 監査の方法 

監査は、豊田市監査基準に準拠し、各対象団体の出納その他の事務の執行に係るもの

について、関係書類（別記５）の提出を求め、以下の①から⑥までの監査項目に基づき確

認した。あわせて、現場の状況確認及び関係者からの聴き取りを行った。 

① 団体運営及び事業管理の状況 

② 経営状況  

③ 会計処理及び帳票整理の状況  

④ 財産管理状況  

⑤ 資産運用及び経費節減の状況 

⑥ 決算書類の作成及び表示方法 

また、監査に当たっては、監査等実施計画の主な着眼点に基づき実施した。 

なお、本監査は、専門性を高めるため、外部の専門家（公認会計士）の協力を得て実施

した。 

４ 監査の結果

監査の方法に基づき監査を実施した限りにおいて、適正に処理されているものと認め

られた。 

ただし、以下のとおり、是正を要する事項【指摘】及び改善を求める事項【意見】が見

受けられたので、速やかに所要の措置を検討し、実施するなど、再発防止又は改善に向け

た取組を求める。あわせて、監査の過程における助言についても、参考とされたい。 

（１）公益財団法人豊田市文化振興財団 

№ 監査項目 監 査 結 果  

1 会計処理及

び帳票整理

の状況 

（領収書の

管理） 

【意見】 

 未使用の領収書つづりはキャビネットに保管されているが、数量

の把握がされていなかった。 

 領収書の紛失・盗難、不正使用等を防止する観点から、帳簿上で

明確に受払の管理をすることが望まれる。 

 また、総務課から各拠点に領収書つづりを払い出す場合には、受

け入れた各拠点においても、領収書つづりの受入と使用の記録を残

すことが望まれる。 

2 （小口現金

出納帳の記

入） 

【指摘】 

 文化事業課の小口現金出納帳において、消耗品の購入金額を誤っ

て記入したことが後日判明したものを、購入日に遡って修正してい

た。 
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№ 監査項目 監 査 結 果  

3 会計処理及

び帳票整理

の状況 

（リース契

約の資産計

上） 

【指摘】 

 委託料として支払時に費用処理されているファイナンス・リース

契約において、資産に計上すべき条件を満たすためリース資産とし

て計上すべきものがあった。 

4 財産管理状

況 

（寄附を受

けた物品の

会計処理）

【意見】 

 会計規則第２５条において、固定資産の定義として「耐用年数 1

年以上で取得価格１０万円以上の有形固定資産（以下中略）をい

う。」と規定されている。しかし、公益目的使用のため、非接触顔

認証検温システム１０台の寄附を受けた際、法人税法の「中小企業

者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を参考に、

全額を減価償却費として計上し即時損金処理を行っていた。 

 法人税の特例を利用することを考えられなくはないが、法人税は

課税所得計算のために用いられるものであり、対象物は収益事業で

はなく公益事業に使用されていることから、会計規則第２５条に従

い固定資産計上をすることが望まれる。 

5 （金種表の

作成） 

【意見】 

 総務課保管の現金については、小口現金出納帳を記帳し、毎日現

金実査を行っているが、金種表の作成が行われていなかった。 

 現金の残高は金種別の数量を把握することが前提のため、少なく

とも月末の残高については、金種表を作成することが望まれる。 

6 （現金の入

出 金 担 当

者） 

【意見】 

 総務課、文化事業課、市民文化会館においては、消耗品の購入等

で現金が必要になった場合には、係長以上に口頭で了解を得た上

で、各人が金庫から必要額の現金を持ち出し、購入後に余った現金

は、当日中に金庫に戻すこととなっている。 

 現状では、誰もが金庫から現金を持ち出すことが可能な状況のた

め、現金の入出金ができる者を限定する等の対応が望まれる。 

7 資産運用及

び経費節減

の状況 

（債権の運

用管理状況

の報告） 

【指摘】 

 決算書の注記事項の「９金融商品の状況に関する事項 (３)金融

商品のリスクに係る管理体制 ②信用リスクの管理」において、債券

について、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告すること

になっている。 

 また、財産運用規則第１０条第４項においても、運用管理状況を

理事長が理事会に報告し、承認を受けることになっているが、議題

として明確に取り上げられていなかった。 
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（２）公益財団法人豊田市スポーツ協会 

№ 監査項目 監 査 結 果  

1 団体運営及

び事業管理

の状況 

（前回監査

に対する措

置 の 未 実

施） 

【指摘】 

 平成３０年３月２８日付けの定期監査等報告書において、「債券

取得時の利息処理、旧矢作緑地ゴルフ練習場回数券の未返金分の処

理」について指摘があり、「会計処理マニュアルを作成し、処理を徹

底する。」という措置を決定した。しかし、今回の監査において措置

の実施状況を確認したところ、会計処理マニュアルは更新されてい

なかった。 

2 会計処理及

び帳票整理

の状況 

（水道メー

ターの会計

処理） 

【指摘】 

 指定管理対象の猿投公園の陸上競技場及び野球場に水道メータ

ー２個を取り付けた。水道メーターは受取受託金として受領した金

額から支出し、耐用年数１年以上で取得価額１０万円以上であるた

め、固定資産に計上する必要があった。 

3 財産管理状

況 

（金種表の

確認証跡）

【意見】 

 金種表の確認において、確認した者が特定できなかった。 

 確認者の氏名を金種表に記載することが望まれる。 

4 資産運用及

び経費節減

の状況 

（債権の運

用管理状況

の報告） 

【指摘】 

 資金運用要綱第７条第１項において、「運用管理状況を理事会に

報告し承認を受ける」と規定されている。３月末の決算書には債券

の時価に関する注記情報が含まれており、資金運用状況は間接的に

理事会で確認されていたが、債券の格付や発行体の状況などは報告

されていなかった。 

5 決算書類の

作成及び表

示方法 

（複合金融

商 品 の 注

記） 

【指摘】 

 金融商品に対する取組方針とその内容及びリスクが会計方針に

記載されているが、金融商品の状況に関する事項として注記する必

要があった。 

 また、仕組債の運用を行っているため、非営利法人委員会実務指

針第３８号「公益法人会計基準に関する実務指針」（日本公認会計士

協会）Ｑ３０に記載されている仕組債の運用を行っている場合の注

記例を参考に、開示内容を拡充する必要があった。 
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（３）株式会社豊田スタジアム 

№ 監査項目 監 査 結 果  

1 団体運営及

び事業管理

の状況 

（前回監査

に対する措

置の未実施）

【指摘】 

 平成３０年３月２８日付けの定期監査等報告書において、「取締

役会が会社法第３６３条第２項のとおりに３か月に１回以上開催

されていない」という指摘があり、毎年度株主総会時の取締役会で

開催時期を告知するという措置を決定した。しかし、今回の監査に

おいて措置の実施状況を確認したところ、令和２年度内においては

４回取締役会が開催されていたが、令和２年９月と令和３年１月の

間で４か月離れていた。 

2 （前回監査

に対する措

置の未実施）

【意見】 

 平成３０年３月２８日付けの定期監査等報告書において、当時の

内部監査規則に基づいて内部監査が実施されていない旨の指摘が

されている。これを受けて、平成３０年３月２１日に内部監査規則

が内部監査規程に変更されたものの、現状では当該内部監査規程に

従った内部監査は実施されていなかった。 

 会社の実情に応じた内部監査規程に見直すことが望まれる。 

3 （監査役監

査規程） 

【意見】 

 監査役監査規程は未作成であるが、作成することが望まれる。 

4 会計処理及

び帳票整理

の状況 

（領収書の

使用方法） 

【意見】 

 ３枚複写の領収書の経理控を入金伝票として使用していること

から、顧客が領収書の発行を依頼していなくても領収書を記載し、

顧客渡し分が領収書つづりに残っているものがあった。 

 領収書の使用方法を統一し、使用状況をチェックしやすくするこ

とが望まれる。 

5 財産管理状

況 

（小口現金

の管理） 

【指摘】 

 経理規程第３２条第２項において、定期的に経理担当役付者によ

る実査の確認を受けることになっている。現金は毎日カウントさ

れ、「現金残高金種表」を作成し、担当者の押印がされていたが、月

末に経理担当役付者の確認の証跡が残されていなかった。 

6 決算書類の

作成及び表

示方法 

（計算書類

に係る附属

明細書） 

【指摘】 

 計算書類に係る附属明細書は会社法第４３５条第２項及び会社

計算規則第１１７条で作成が義務付けられているが、以下の明細書

が作成されていなかった。 

 ①有形固定資産及び無形固定資産の明細 

 ②引当金の明細 

- 19 -



（４）公益財団法人高橋記念美術文化振興財団 

№ 監査項目 監 査 結 果  

1 財産管理状

況 

（預金の管

理） 

【指摘】 

 会計規則第２１条において、「金銭の出納及び証券等の管理は、出

納責任者が行う。」と規定されているが、預金については月ごとに帳

簿残と銀行残との照合がされていなかった。 

 また、帳簿残と銀行残との照合結果を通帳などに残し、出納責任

者のチェックを受ける必要がある。 

（５）公益財団法人豊田加茂環境整備公社 

№ 監査項目 監 査 結 果  

1 財産管理状

況 

（現金預金

の管理） 

【指摘】 

 会計規程第１２条において、「現金は、遅滞なく銀行に預け入れ

る」と規定されているが、小口現金が存在していた。 

 また、同規程第１３条第１項において、預金は現金出納簿と照合

すると規定されているが、総勘定元帳と照合していた。 

2 （有価証券

の管理） 

【指摘】 

 会計規程第１３条第２項において、「有価証券は、毎月末その実

査を行い、帳簿残高と照合しなければならない。」と規定されてい

るが、現在保有している有価証券は全て保護預けであり、実査の実

施は不可能である。 

3 資産運用及

び経費節減

の状況 

（債権の運

用管理状況

の報告） 

【指摘】 

 資金運用に関する要綱第７条第４項において、「運用管理状況を

定期的に理事会に報告し、承認を受ける」と規定されているが、債

券の格付や発行体の状況などは報告されていなかった。 

4 決算書類の

作成及び表

示方法 

（附属明細

書の脚注）

【指摘】 

 令和２年度に貸倒引当金が全額減少し、附属明細書の引当金の明

細において当期減少額のその他に記載されていた。その場合、理由

を脚注する必要があるが、記載されていなかった。 
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№ 監査項目 監 査 結 果  

5 決算書類の

作成及び表

示方法 

（引当金の

計上） 

【指摘】 

 租税特別措置法等に基づき特定災害防止準備金及び維持管理積

立金を固定負債として計上している。それらのうち引当金の要件を

満たすものについては、重要な会計方針の引当金の計上基準及び附

属明細書の引当金の明細に追加して計上する必要があるが記載さ

れていなかった。 

6 （流動資産

の預託金）

【指摘】 

 自動車リサイクル料金が流動資産に計上されていたが、車両を保

有している間（通常１年以上）は預託されたままになることから、

その他固定資産として計上する必要があった。 

7 （長期滞留

債権の貸倒

引 当 金 計

上） 

【指摘】 

 法人税法に基づく法定繰入率により貸倒引当金が計上されてい

るが、長期滞留債権が存在しているため、相手先の資力を検討して、

回収可能性を勘案した上で個別に貸倒引当金を計上する必要があ

った。 

 また、個別評価に関する処理方法が会計方針に記載されていなか

った。 

8 （有価証券

の 表 示 科

目、会計方

針の記載）

【指摘】 

 公社債投資信託は適宜引き出し可能であり、短期保有目的として

流動資産に計上しており、表示科目は「公社債投資信託」となって

いるが、「有価証券」と記載する必要があった（公益法人会計基準

の運用指針１２．財務諸表の科目、（１）貸借対照表に係る科目及

び取扱要領）。 

 また、当該公社債投資信託は満期保有目的債券ではないため、そ

の他有価証券としての会計方針を記載する必要があった。 
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（６）豊田市駅東開発株式会社 

№ 監査項目 監 査 結 果  

1 団体運営及

び事業管理

の状況 

（利益相反

取引） 

【指摘】 

 会社と取締役の間で土地の賃貸借契約を行っている。これは利益

相反取引に当たるため、取締役になった時点で取締役会の承認を受

ける必要があったが行われていなかった（会社法第３５６条第１項

及び第３６５条第１項）。 

 また、利益相反取引の取引後、重要な事実を取締役会に報告する

必要があるが報告は行われていなかった（会社法第３６５条第２

項）。 

2 （取締役 

会、専務会

への出席）

【指摘】 

 取締役会について、令和２年２月の第１３１回取締役会以降、令

和３年９月の第１３９回取締役会まで欠席が続いている役員がい

た（書面決議の回を除く。）。 

 また、専務会については、平成３１年度は１７回のうち１４回、

令和２年度は１３回のうち１２回欠席となっていた。 

3 会計処理及

び帳票整理

の状況 

（賞与引当

金に係る社

会保険料）

【指摘】 

 賞与引当金に係る社会保険料の会社負担分が未払費用として計

上されていなかった。 

4 財産管理状

況 

（現金実査

の 確 認 証

跡） 

【意見】 

 現金実査において、上席者が確認したことを示す押印等が現金の

金種表及び現金出納帳になかった。 

 確認していることを明確にするために、押印等によりこれらの帳

票に確認の証跡を残すことが望まれる。 

5 決算書類の

作成及び表

示方法 

（計算書類

に係る附属

明細書） 

【指摘】 

 計算書類に係る附属明細書は会社法第４３５条第２項及び会社

計算規則第１１７条で作成が義務付けられているが、以下の明細書

が作成されていなかった。 

 ①有形固定資産及び無形固定資産の明細 

 ②引当金の明細 
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（７）豊田市駅前開発株式会社 

№ 監査項目 監 査 結 果  

1 団体運営及

び事業管理

の状況 

（監査役監

査規程） 

【意見】 

 監査役監査規程は未作成であるが、作成することが望まれる。 

2 （利益相反

取引） 
【指摘】 

 会社と取締役の間で土地の賃貸借契約を行っている。これは利益

相反取引に当たるため、取締役になった時点で取締役会の承認を受

ける必要があったが行われていなかった（会社法第３５６条第１項

及び第３６５条第１項）。 

 また、利益相反取引の取引後、重要な事実を取締役会に報告する

必要があるが報告は行われていなかった（会社法第３６５条第２

項）。 

3 決算書類の

作成及び表

示方法 

（退職給与

引当金） 

【指摘】 

 貸借対照表において、役員分及び従業員分の退職給与引当金は勘

定科目を分けて計上すべきところ、一括して計上されていた。 

4 （引当金の

計上基準注

記） 

【指摘】 

 個別注記表の１．重要な会計方針に係る事項に関する注記に引当

金の計上基準が記載されていなかった。 

5 （計算書類

に係る附属

明細書） 

【指摘】 

 計算書類に係る附属明細書は会社法第４３５条第２項及び会社

計算規則第１１７条で作成が義務付けられているが、以下の明細書

が作成されていなかった。 

 ①有形固定資産及び無形固定資産の明細 

 ②引当金の明細 
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（８）豊田市駅前通り南開発株式会社 

№ 監査項目 監 査 結 果  

1 団体運営及

び事業管理

の状況 

（前回監査

に対する措

置 の 未 実

施） 

【指摘】 

 平成２９年３月２８日付けの定期監査等報告書において「経理規

程第３０条第３項に記載のある「科目配置基準」が整備されていな

かった。」という指摘があり、これを受けて社内で協議したところ、

「科目配置基準」は不要との結論になり、規程を見直す措置を決定

した。しかし、今回の監査において措置の実施状況を確認したとこ

ろ、該当の規定が未修正のままになっていた。 

2 （監査役監

査規程） 

【意見】 

 監査役監査規程は未作成であるが、作成することが望まれる。 

3 （利益相反

取引） 

【指摘】 

 会社と取締役の間で土地の賃貸借契約を行っている。これは利益

相反取引に当たるため、取締役になった時点で取締役会の承認を受

ける必要があったが行われていなかった（会社法第３５６条第１項

及び第３６５条第１項）。 

 また、利益相反取引の取引後、重要な事実を取締役会に報告する

必要があるが報告は行われていなかった（会社法第３６５条第２

項）。 

4 （規程の改

正漏れ） 

【指摘】 

 執行役員制導入に伴い執行役員規則は策定されていたが、関連し

て職務権限規程や決裁規程の改正が必要であったがされていなか

った。 

5 （規程の改

正漏れ） 

【指摘】 

 取締役会規則第９条第１号ヌ「貸借対照表、損益計算書、営業報

告書及び利益の処分又は損失の処理に関する議案並びにその付属

明細書の承認」は会社法等の改正に伴う改正が必要であったがされ

ていなかった。 

6 （消費税増

税に伴う見

直し） 

【指摘】 

 消費税率５％時に締結された自動更新条項のある委託契約書に

ついて、消費税増税に伴い契約書の見直しが必要であったが見直し

が行われていない契約があった。 
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№ 監査項目 監 査 結 果  

7 会計処理及

び帳票整理

の状況 

（領収書の

管理） 

【意見】 

 未使用の領収書つづりは倉庫に保管されているが、数量の把握が

されていなかった。 

 領収書の紛失・盗難、不正使用等を防止する観点から、帳簿上で

明確に受払の管理をすることが望まれる。 

8 決算書類の

作成及び表

示方法 

（計算書類

に係る附属

明細書） 

【指摘】 

 計算書類に係る附属明細書は会社法第４３５条第２項及び会社

計算規則第１１７条で作成が義務付けられているが、以下の明細書

が作成されていなかった。 

 ①有形固定資産及び無形固定資産の明細 

 ②引当金の明細 

（９）公益財団法人豊田市学校給食協会 

№ 監査項目 監 査 結 果  

1 会計処理及

び帳票整理

の状況 

（帳簿の保

存） 

【指摘】 

 税務署長の承認を得ない限り総勘定元帳は紙ベースでの保管が

必要であるが、電子データで保管しているのみであった。 
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第６ 指定管理者監査  

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、公の施設の管理を行っている指定管理者

の当該施設の管理に係る出納その他の事務の執行について、次のとおり監査を実施した。 

１ 監査の対象 

指定管理者名 施設名 所管部局 監査対象期間 

公益財団法人豊田 

市文化振興財団 

豊田市交流館 

（全２８館） 

生涯活躍部

市民活躍 

支援課 
令和２年４月１日  

    ～ 

令和３年３月３１日 

公益財団法人豊田 

市スポーツ協会 
猿投公園 

生涯スポー

ツ推進課 

株式会社豊田スタ 

ジアム 
中央公園 

スポーツ 

戦略課 

２ 監査の実施期間 

  令和３年１０月１４日から令和４年３月８日まで 

３ 監査の方法 

監査は、豊田市監査基準に準拠し、各指定管理者の当該施設の管理に係るものについ

て、関係書類（別記６）の提出を求め、以下の①から⑥までの監査項目に基づき確認し

た。あわせて、現場の状況確認及び関係者からの聴き取りを行った。 

① 協定内容   

② 指定管理者の指定手続 

③ 所管部局による指定管理者の管理状況 

④ 指定管理者による管理運営業務 

⑤ 事業報告書の記載内容 

⑥ 経理処理及び財産管理 

また、監査に当たっては、監査等実施計画の主な着眼点に基づき実施した。 

なお、本監査は、専門性を高めるため、外部の専門家（公認会計士）の協力を得て実 

施した。 

４ 監査の結果  

監査の方法に基づき監査を実施した限りにおいて、適正に処理されているものと認め

られた。 

ただし、以下のとおり、改善を求める事項【意見】が見受けられたので、速やかに所要

の措置を検討し、実施するなど、改善に向けた取組を求める。あわせて、監査の過程にお

ける助言についても、参考とされたい。 
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（１）中央公園 

№ 対 象 監査項目 監 査 結 果 

1 スポーツ

戦略課 

所管部局に

よる指定管

理者の管理

状況 

（年度評価

シート） 

【意見】 

 指定管理者制度における年度評価シートにおいて、所管

課によるコメントが記載されているが、内容が抽象的にな

っているものがあった。 

 事象が発生した都度又は定期的に協議が行われている

が、年度評価に係るコメントは重要事項であるため、所管課

での具体的な記載も含め、指定管理者への共有を十分図る

ことが望まれる。 
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第７ 総括意見 

 令和３年度後期に実施した監査結果を踏まえ、総括して意見を述べる。 

１ 部局監査 

委託業務において、個人情報を取り扱う事務であるにもかかわらず、個人情報の取扱

いに関する特記が添付されていない事例や個人情報・重要情報預かり証の記載に不備が

ある事例など、個人情報の取扱いに係る不適正な事務が複数見受けられた。個人情報は

一旦漏えいすると回復が困難となるものであり、細心の注意を払って事務を行うよう求

める。 

また、切手の管理においても、切手等受払い管理簿で管理を行っているが、使用者と

確認者が同一であるなど、使用時の確認行為に不適正な事例が複数見受けられた。切手

等の金券類の取扱いは、現金の取扱いと同等レベルの厳格な管理が行われるべきもので

あり、徹底されたい。 

個人情報や切手の管理における事務ミスは、これまでの監査で再三にわたり指摘をし

ているところであるが、一向に改善が見られず、憂慮すべき状況といえる。 

個人情報の流出や金券類の不適正使用が発生すれば、いずれも市の社会的信用の失墜

につながることになる。当該事務を所管する所属においては、発生原因を徹底的に分

析・検証し、早急に内部統制の再構築を図られたい。 

２ 工事監査 

前期監査に続き今回の監査においても指摘事項などは無く、いずれも適正に実施され

ていたことを高く評価したい。 

３ 学校・こども園監査

こども園において、徴収金を現金で長期にわたって園内に保管している事例が見受け

られた。 

徴収金は、管理を付託された預かり金であるという認識を絶えず持つ必要がある。現

金受領後は、盗難・紛失のリスクを避けるため速やかに金融機関に入金するなど、こど

も園事務手引きに沿った適切な管理の徹底に努められたい。 

４ 財政援助団体監査

財政援助団体の経理処理において、豊田市補助金等交付規則で備付けが義務付けられ

ている帳簿が作成されておらず、経理状況が把握されていない事例や団体の経理に含め

ていない帳簿外現金の入出金を行っている事例などの不適正な処理が見受けられた。 

補助金及び負担金等の名目で団体に交付している現金等を市が団体の事務局となり管

理する場合は、公金と同等の取扱いをすべきということを管理監督者は認識されたい。 

この様な事例が発生する要因の一つとして、財政的援助の取扱いについての市全体の

統一的なルールがないことが考えられ、不適正な取扱いは、公金の場合と同様に市民か

らの信用を失わせるものである。団体の事務局となる市は、取扱いの実態を調査し、必

要であれば、取扱事務処理要領等の統一的なルールの策定を検討されたい。 
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５ 出資団体監査・指定管理者監査 

今回は１０団体の出資団体監査を実施したが、豊田まちづくり株式会社においては指

摘事項が無かった。これは、これまでの業務改善の積み重ねによって仕事の質が向上し

た成果であり、高く評価したい。一方、他の団体においては、法令や団体が定めた規則

等に基づいていない不適正な事務処理の事例や、団体運営の根幹となる諸規程の整備・

運用が適切に行われていない事例が複数見受けられた。 

また、前回監査の指摘事項に対する措置を実施していない事例や、取締役会の開催や

出席が法令どおり行われていない等、団体のガバナンスが機能していないと思われる事

例もあった。これには、速やかに所要の措置を検討し、再発防止又は改善に向けた取組

を後回しにすることなく、即時対応するよう努められたい。 

今回の出資団体監査においては、複数の団体で同様の事例が見受けられた。団体の所

管部局にあっては、不適正な事務処理の再発防止又は改善に向けた対応が適切に行われ 

るよう団体を指導・監督し、その進捗状況についても適時確認していくよう強く求める。 

なお、今回の監査における指摘・意見については、対象団体だけではなく他の団体に

も当てはまる可能性があることから、出資団体及び指定管理者を所管する全ての部局に

あっては、監査結果について団体等へ横展開を図り、同様の不適正な事務が生じないよ

う指導・監督を強化されたい。 

６ むすび  

  今回の監査においては、不適正な個人情報の取扱いや切手の管理など、定番といえる

事務ミスが繰り返されているという結果となった。これは、業務に対する危機管理意識

の希薄化や、いまだに事務の根拠となる基本的なルールを理解していないことに起因し

ていると思われる。 

所属長をはじめとする管理監督者は、今回の監査において各所属や団体が指摘や意見

を受けた項目に対してまとめた「再発防止策」や「改善策」を確実に実践するとともに、

所属職員がそれぞれの職務において、責任をもってチェックすることが定着するよう所

属のマネジメントに努められたい。 

部局長におかれては、各所属長に対して、個々の事例を振り返り、このような事務ミ

スが発生した深層原因は何かを究明するとともに、職員が財務に関する基本的知識をし

っかりと習得できるようなＯＪＴの機会を設け、継続的に実施されるよう指導を徹底さ

れたい。 

最後に、今回の監査の対象としていない部局を含め、全ての職員がこの報告書を読み

込み、当事者意識をもって自己点検を行い、適正な事務の執行に努められたい。 

- 29 -



別記１ 部局監査資料目録 

１ 組織及び事務の概要等に関する調書 

２ 歳入予算執行状況 

３ 歳出予算執行状況 

４ 委託業務（工事関係委託を除く。）に関する調書 

５ 補助金等の交付に関する調書 

６ 公有財産（土地）及び借入財産等の状況に関する調書 

７ 公有財産（建物）及び借入財産等の状況に関する調書 

８ 備品現在高調書 

９ その他財務事務の執行に係る関係書類 

  （１）調定決定書、原符（領収書の控え）など収入事務関係 

  （２）補助金関係書類など補助金等交付事務関係 

  （３）契約書など委託業務関係 

  （４）公有財産台帳（土地・建物）、賃貸借及び使用貸借契約書など公有財産の管理関係 

  （５）物品出納簿など物品の管理関係 

  １０ その他必要な資料 

別記２ 工事監査資料目録 

１ 工事請負契約及び工事関係委託契約に関する調書 

２ その他財務事務の執行に係る関係書類 

（１）請負契約書など豊田市契約規則に定めるもの 

（２）予算執行伺書など豊田市予算決算会計規則に定めるもの 

（３）施工計画書など発注仕様書に定めるもの 

（４）施工プロセスチェックシートなど豊田市工事監督規程に定めるもの 

（５）設計変更協議書など設計変更事務取扱要領に定めるもの 

３ その他必要な資料  

別記３ 学校・こども園監査資料目録 

１ 小中学校監査資料 

  （１）各種徴収金の徴収状況等 

  （２）予算の執行状況 

  （３）物品（切手等の金券類）の管理状況 

  （４）備品の管理状況 

  （５）理科薬品の管理状況 

２ こども園監査資料 

  （１）各種徴収金の徴収状況等 

（２）予算の執行状況 

（３）物品（切手等の金券類）の管理状況 

（４）備品の管理状況 

  （５）薬品の管理状況 

３ その他必要な資料 
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別記４ 財政援助団体監査資料目録 

１ 豊田市ＰＴＡ連絡協議会会則 

２ 豊田市ＰＴＡ連絡協議会の取扱い内規 

３ 令和２年度 役員・顧問 

４ 令和２年度 事業報告 

５ 令和２年度 決算報告 

６ 豊田市ＰＴＡ連絡協議会事業補助金交付要綱 

７ その他必要な資料 

別記５ 出資団体監査資料目録 

１ 事業及び役職員等の状況 

２ 定款又は寄附行為 

３ 法人諸規程 

４ 法人の登記簿謄本 

５ 組織図 

６ 役員一覧（役職名及び氏名） 

７ 職員又は従業員数（部門別） 

８ 予算書 

９ 決算書 

１０ 事業計画書 

１１ 事業報告書 

１２ 法人案内、主要パンフレット等 

１３ 不正防止体制セルフチェック 

１４ その他財務事務の執行に係る関係書類 

（１）評議員会、理事会、取締役会、常務会等の議事録 

（２）監事、監査役等による監査等実施時に使用する資料及び記録 

（３）事業報告計算書類（財務諸表）及び附属明細書 

（４）総勘定元帳及び各種補助元帳 

（５）引当金及び減価償却計算の計算資料 

（６）月次試算表 

（７）現金、銀行預金及び有価証券の現物とその管理帳簿 

（８）銀行預金、有価証券等の残高証明書 

（９）売掛金及び未収金の管理帳簿 

（１０）経費元帳 

（１１）請求書及び領収書等の証拠書類 

（１２）各種契約書 

１５ その他必要な書類 

別記６ 指定管理者監査資料目録 

１ 指定管理対象施設の概要 

２ 指定管理者の概要 
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３ 指定管理に関する組織図・人員表 

４ 指定管理諸規程 

５ 基本協定書及び年度協定書 

６ 事業計画書及び事業報告書 

７ 各種会議の議事録 

８ 預貯金等通帳 

９ 金銭・切手等金券及びこれらを管理する台帳並びに領収書つづり 

１０ 収入、支出等が分かる書類（元帳、伝票等） 

１１ 契約書等 

１２ 備品等を定期的に確認している場合は、その確認書類 

１３ 市所有の固定資産や備品を管理している場合は、その管理台帳 

１４ 指定管理者選考に関する書類（決裁資料を含む。） 

１５ 指定管理料の支払に関する書類 

１６ 指定管理者との協議資料 

１７ 自主事業に関連する書類 

１８ 再委託に関する書類 

１９ その他必要な資料
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